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局
規
程
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東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
交
通
局
規
程
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
三
項
中
「
余
白
」
を
「
余
白
等
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
号

東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
年
交
通
局
規
程
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
職
員
カ
ー
ド
」
を
「
名
札
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
十
二
条
の
二
の
四　

職
員
は
、
職
務
の
遂
行
に
当
た
り
、
就
業
者
（
東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
防
止
条
例
（
令
和
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
就
業
者
を

い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
行
わ
れ
る
著
し
い
迷
惑
行
為
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る

著
し
い
迷
惑
行
為
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
就
業
環
境
を
害
す
る
も
の
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
交
通
局
規
程
第
二
十
一
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
交
通
局

規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
四
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。	

別
表
第
十
四
（
第
六
条
関
係
）

交
通
局
企
業
職
員
給
料
表
㈠
初
任
給
基
準
表

職
種

試
験
（
選
考
）

初
任
給

事
務

技
術

キ
ャ
リ
ア
活
用

二
級
二
十
五
号
給

事
務

経
験
者

一
級
四
十
五
号
給

技
術

一
級
三
十
七
号
給

事
務

技
術

Ⅰ
類
Ａ

一
級
三
十
七
号
給

Ⅰ
類
Ｂ

一
級
二
十
九
号
給

Ⅲ
類

一
級
五
号
給

別
表
第
十
四
備
考
二
中
「
大
学
専
攻
科
卒
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
」
の
下
に

「
職
種
欄
の
「
事
務
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
の
初
任
給
欄
の
号
給
を
一
級
四
十
四
号
給
と
、
職

種
欄
の
「
技
術
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
の
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
二
号

東
京
都
交
通
局
職
員
住
宅
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
職
員
住
宅
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
職
員
住
宅
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
交
通
局
規
程
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
㈠
及
び
別
表
㈡
田
端
寮
の
項
を
削
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
三
号

東
京
都
交
通
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
契
約
事
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
（
一
連
の
調
達
契
約
に
関
し
、
そ
の
最
初
の
契
約
に
係
る
入
札
の
公
告
に

お
い
て
、
そ
の
後
の
契
約
に
係
る
入
札
の
公
告
を
当
該
入
札
の
二
十
四
日
前
か
ら
三
十
九
日
前
ま
で
の

間
の
い
ず
れ
か
の
期
日
ま
で
に
行
う
こ
と
を
示
し
た
場
合
に
は
、
当
該
そ
の
後
の
契
約
に
つ
い
て
は
、

そ
の
示
し
た
期
日
ま
で
）
」
を
削
る
。

第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
（
一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外

の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
日
前
ま
で
）
」
を
削
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
交
通
局
契
約
事
務
規
程
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
八
十
二
条

第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
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施
行
日
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
よ
る
契
約
で
施
行
日
以
後

に
入
札
執
行
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
四
号

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
定
期
乗
車
券
の
発

売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
定
期

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
定
期
乗
車
券
の
発

売
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
ア
備
考
、
同
号
イ
備
考
三
及
び
四
、
同
条
第
三
号
ア
備
考
並
び
に
同
号
イ
備
考
三
及

び
四
中
「
又
は
「
育
」
」
を
「
、
「
育
」
」
に
改
め
、
「
「
護
」
」
の
下
に
「
又
は
「
福
」
若
し
く
は

「
付
」
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
所
持
す
る
者
及

び
そ
の
介
護
者

第
八
条
第
二
項
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
特
殊
割
引
通
勤
連
絡

定
期
乗
車
券
並
び
に
特
殊
割
引
通
学
連
絡
定
期
乗
車
券
は
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
身
体
障
害
者
旅

客
運
賃
割
引
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程
第
十
一
号
。
以
下
「
高
速
電
車
身
体
障
害
者
割
引

規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
定
め
る
第
一
種
身
体
障
害
者
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
知
的
障
害
者

旅
客
運
賃
割
引
規
程
（
平
成
三
年
交
通
局
規
程
第
百
十
五
号
。
以
下
「
高
速
電
車
知
的
障
害
者
割
引

規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
定
め
る
第
一
種
知
的
障
害
者
及
び
第
四
条
第
二
項
に
定
め
る
東
京
都

が
発
行
す
る
愛
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
知
的
障
害
者
又
は
東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害

者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
（
令
和
六
年
交
通
局
規
程
第
三
十
七
号
。
以
下
「
高
速
電
車
精
神
障
害
者
割

引
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
定
め
る
第
一
種
精
神
障
害
者
及
び
そ
の
介
護
者
が
と
も
に
乗
車
す

る
場
合
に
限
り
発
売
す
る
。

第
十
三
条
中
「
高
速
電
車
規
程
」
の
下
に
「
、
高
速
電
車
身
体
障
害
者
割
引
規
程
、
高
速
電
車
知
的

障
害
者
割
引
規
程
、
高
速
電
車
精
神
障
害
者
割
引
規
程
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
五
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
交
通
局
規
程
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
九
項
及
び
別
表
第
四
中
「
京
成
タ
ウ
ン
バ
ス
株
式
会
社
」
を
「
京
成
バ
ス
東
京
株
式
会

社
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
六
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
又
は
療
育
手
帳
制
度
要
綱
」
を
「
、
療
育
手
帳
制
度
要
綱
」
に
、
「
と
そ
の
介
護
者
」
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を
「
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
第
一
種
精
神
障
害
者
及
び
そ
の
介
護
者
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
た
だ
し
書
中
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
条

例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証

（
以
下
「
乗
車
証
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
二
十
八
条
第
五
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
三
十

四
条
第
六
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
五
条
第
五
項
中
「
無
料
乗
車
券
」
の
下
に
「
若
し
く
は
乗
車
証
」

を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
七
号

東
京
都
交
通
局
事
業
用
自
動
車
運
行
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
事
業
用
自
動
車
運
行
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
事
業
用
自
動
車
運
行
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
交
通
局
規
程
第
二
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
四
の
部
ヘ
の
項
中
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
を
点
呼
を
実
施
し
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
保
存

し
、
そ
の
記
録
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
八
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
五
項
中
「
別
表
二
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
障
害
者
割
引
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「
東
京
都
地
下
高
速
電
車
身
体
障
害
者
割
引
規
程
」
を
「
東
京
都
地
下
高
速
電
車
身
体
障
害
者
旅
客
運

賃
割
引
規
程
」
に
、
「
又
は
東
京
都
地
下
高
速
電
車
知
的
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
」
を
「
、
東
京

都
地
下
高
速
電
車
知
的
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
」
に
改
め
、
「
（
平
成
三
年
交
通
局
規
程
第
百
十

五
号
）
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
（
令
和
六
年
交
通

局
規
程
第
三
十
七
号
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
第
一
種
知
的
障
害
者
」
を
「
、
第
一
種
知

的
障
害
者
又
は
第
一
種
精
神
障
害
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
障
害
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
基
づ
く
東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗

車
証
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗

車
証
」
を
加
え
、
「
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
第
一
種
知
的
障
害
者
」
を
「
障
害
者
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
の
下
に
「
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い

る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
障
害
者
割
引
の
端
数
処
理
）
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
に
相
違
」
を
「
と
に
相
違
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
障
害
者
割
引
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「
東
京
都
地
下
高
速
電
車
身
体
障
害
者
割
引
規
程
又
は
東
京
都
地
下
高
速
電
車
知
的
障
害
者
旅
客
運
賃

割
引
規
程
」
を
「
東
京
都
地
下
高
速
電
車
身
体
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車

知
的
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
又
は
東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
第
一
種
知
的
障
害
者
」
を
「
障
害
者
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
基
づ
く
東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営

交
通
乗
車
証
条
例
に
基
づ
く
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
」
を
加
え
、
「
第
一
種
身
体
障
害

者
又
は
第
一
種
知
的
障
害
者
」
を
「
障
害
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
の
下

に
「
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。
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第
三
十
五
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
障
害
者
割
引
の
端
数
処
理
）
」
に
改
め
る
。

別
表
一
を
削
り
、
別
表
二
を
別
表
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
九
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
」
を
「
第
一
種
身
体
障
害
者
、
」
に
、
「
と
そ
の
介
護
者
」

を
「
又
は
東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
（
令
和
六
年
交
通
局
規
程
第
三
十

七
号
。
以
下
「
精
神
障
害
者
割
引
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
定
め
る
第
一
種
精
神
障
害
者
（
以
下

こ
れ
ら
を
「
障
害
者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
介
護
者
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
五
項
第
十
号
中
「
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
情
報
」
を
「
無
料
乗
車
券
情
報
及
び
乗
車
証
情

報
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
、
そ
の
他
」
を
「
そ
の
他
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
「
無
料
乗
車
券
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
東
京
都
精
神
障
害
者
都

営
交
通
乗
車
証
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
五
号
）
に
規
定
す
る
東
京
都
精
神
障
害
者

都
営
交
通
乗
車
証
（
以
下
「
乗
車
証
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
又
は
療
育
手
帳
（
以
下
」
を
「
、
療
育
手
帳
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
れ
ら
を
」
に
、
「
及

び
知
的
障
害
者
割
引
規
程
」
を
「
、
知
的
障
害
者
割
引
規
程
第
五
条
又
は
精
神
障
害
者
割
引
規
程
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
第
一
種
知
的
障
害
者
と
」
を
「
障
害
者
及
び
」
に

改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
無
料
乗
車
券
情
報
」
の
下
に
「
又
は
乗
車
証
情
報
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
に
相
違
」
を
「
と
に
相
違
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
と
再
発
行
」
を
「
及
び
再
発
行
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
と
Ｓ
Ｆ
残
額
」
を
「
及
び
Ｓ
Ｆ
残
額
」
に

改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
無
料
乗
車
券
情
報
及
び
乗
車
証
情
報
の
記
録
）
」
に
改
め
、
同
条
中

「
の
発
行
」
を
「
又
は
乗
車
証
の
発
行
」
に
、
「
使
用
者
（
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
第
一
種
知
的
障

害
者
に
限
る
。
）
」
を
「
障
害
者
」
に
、
「
使
用
者
本
人
」
を
「
本
人
」
に
改
め
、
「
当
該
無
料
乗
車

券
」
及
び
「
に
無
料
乗
車
券
」
の
下
に
「
又
は
乗
車
証
」
を
加
え
る
。

附　

則	

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
三

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
四
項
中
「
別
表
二
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
障
害
者
割
引
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「
又
は
知
的
障
害
者
」
を
「
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
障
害
者
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
身
体
障
害
者
又
は
知
的
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
基
づ
く

東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
条
例
（
平
成

十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
」
を
加
え
、
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「
身
体
障
害
者
又
は
知
的
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
の
下
に
「
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
（
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
二
の
見
出
し
中
「
身
体
障
害
者
割
引
及
び
知
的
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
に
相
違
」
を
「
と
に
相
違
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
障
害
者
割
引
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「
施
行
規
程
に
定
め
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
身
体
障
害
者
又
は
知

的
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
基
づ
く
東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
精

神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
条
例
に
基
づ
く
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
」
を
加
え
、
「
身

体
障
害
者
又
は
知
的
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
の
下
に
「
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
（
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
身
体
障
害
者
割
引
及
び
知
的
」
を
削
る
。

別
表
一
を
削
り
、
別
表
二
を
別
表
と
す
る
。

附　

則	

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
一
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規

程
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
又
は
療
育
手
帳
制
度
要
綱
」
を
「
、
療
育
手
帳
制
度
要
綱
」
に
、
「
と
そ
の
介
護
者
」

を
「
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
第
一
種
精
神
障
害
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
障
害
者
」
と
い

う
。
）
及
び
そ
の
介
護
者
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
五
項
第
十
号
中
「
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
情
報
」
を
「
無
料
乗
車
券
情
報
及
び
乗
車
証
情

報
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
、
そ
の
他
」
を
「
そ
の
他
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
又
は
療
育
手
帳
（
以
下
」
を
「
、
療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
以
下
こ
れ
ら
を
」
に
、
「
又
は
第
二
十
九
条
の
二
」
を
「
、
第
二
十
九
条
の
二
又
は
第
二
十
九
条
の

三
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
第
一
種
知
的
障
害
者
と
」
を
「
障
害
者
及

び
」
に
改
め
、
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
条
例
（
平
成

十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
五
号
）
に
規
定
す
る
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
（
以
下

「
乗
車
証
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
に
相
違
」
を
「
と
に
相
違
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
と
再
発
行
」
を
「
及
び
再
発
行
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
と
Ｓ
Ｆ
残
額
」
を
「
及
び
Ｓ
Ｆ
残
額
」
に

改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
無
料
乗
車
券
情
報
及
び
乗
車
証
情
報
の
記
録
）
」
に
改
め
、
同
条
中

「
の
発
行
」
を
「
又
は
乗
車
証
の
発
行
」
に
、
「
使
用
者
（
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
第
一
種
知
的
障

害
者
に
限
る
。
）
」
を
「
障
害
者
」
に
、
「
使
用
者
本
人
」
を
「
本
人
」
に
改
め
、
「
当
該
無
料
乗
車

券
」
及
び
「
に
無
料
乗
車
券
」
の
下
に
「
又
は
乗
車
証
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
二
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
運
輸
規
程
（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
五
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
前
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条

第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
身
体
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼

児
」
と
い
う
。
）
の
場
合
、
当
該
身
体
障
害
者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、

割
引
連
絡
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
前
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条

第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
的
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
場
合
、
当
該
知
的
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、
割
引
連
絡
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の

と
す
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
精
神
障
害
者
に
対
す
る
割
引
連
絡
乗
車
券
の
発
売
）

第
六
条
の
二　

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
精
神
障
害
者
と
は
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
「
精
神
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
を
い
い
、

次
に
掲
げ
る
第
一
種
精
神
障
害
者
及
び
第
二
種
精
神
障
害
者
に
分
け
る
。

一　

「
第
一
種
精
神
障
害
者
」
と
は
、
精
神
障
害
者
手
帳
の
障
害
等
級
の
判
定
基
準
に
つ
い
て
（
平

成
七
年
九
月
十
二
日
健
医
発
第
千
百
三
十
三
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
）
に
定
め
る
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
障
害
等
級
判
定
基
準
に
規
定
す
る
障
害
等
級
一
級
（
精
神
障
害
で
あ
っ
て
、

日
常
の
生
活
の
用
を
弁
ず
る
こ
と
を
不
能
な
ら
し
め
る
程
度
の
も
の
）
と
判
定
さ
れ
た
者
を
い
う
。

二　

「
第
二
種
精
神
障
害
者
」
と
は
、
前
号
以
外
の
者
を
い
う
。

２　

精
神
障
害
者
に
対
す
る
割
引
連
絡
乗
車
券
は
、
前
項
に
規
定
す
る
第
一
種
精
神
障
害
者
及
び
そ
の

介
護
者
並
び
に
十
二
歳
未
満
の
第
二
種
精
神
障
害
者
が
介
護
者
と
共
に
乗
車
す
る
場
合
に
そ
の
介
護

者
に
対
し
発
売
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
介
護
者
に
対
し
て
発
売
す
る
乗
車
券
の
種
類
は
、
割

引
通
勤
定
期
乗
車
券
と
し
、
そ
の
乗
車
区
間
及
び
有
効
期
間
が
精
神
障
害
者
と
同
一
で
、
か
つ
、
精

神
障
害
者
の
割
引
連
絡
乗
車
券
と
同
時
に
購
入
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

前
項
の
規
定
に
よ
り
割
引
連
絡
乗
車
券
を
購
入
す
る
際
に
は
、
精
神
障
害
者
手
帳
又
は
精
神
障
害

者
手
帳
保
有
者
の
本
人
確
認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め
た
も
の
を

提
示
し
、
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
場
合
、
当
該
精
神
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、
割
引
連
絡
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の

と
す
る
。

５　

第
二
項
及
び
前
項
の
介
護
者
は
、
係
員
が
介
護
能
力
が
あ
る
と
認
め
る
者
と
し
、
精
神
障
害
者
一

人
に
対
し
て
、
一
人
ま
で
と
す
る
。

第
八
条
中
「
若
し
く
は
知
的
障
害
者
が
単
独
で
乗
車
す
る
場
合
又
は
身
体
障
害
者
若
し
く
は
知
的
障

害
者
と
」
を
「
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
及
び
」
に
、
「
又
は
療
育
手
帳
」
を
「
、
療
育
手
帳

又
は
精
神
障
害
者
手
帳
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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